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図-1 津波避難対策の検討体制 
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平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災による津波は，これまでの港湾におけ

る防波堤等の設計外力を大きく上回るとともに，地域防災計画の避難想定をも超える

ものであり，津波への防災について根底から見直しを迫るものであった．この教訓と

切迫する大規模地震に対応するため，港湾の特性を踏まえた津波避難施設を設計する

際に参考となる「港湾の津波避難施設の設計ガイドライン」をとりまとめた． 

ｷｰﾜｰﾄﾞ : 津波避難，避難施設，ガイドライン，避難対策 

1. はじめに 

平成23 年３月11 日に発生した東日本大震災を受け，

被災地以外でも津波避難対策の見直しが行われている．

中でも近い将来に発生が懸念される東海地震や東南海地

震，またそれらが連動した南海トラフ巨大地震等の大規

模地震によって生じる津波から，安全かつ適切に避難す

るための対策は急務となっている．一方で港湾は，産業，

物流機能や海上交通の拠点であることから，労働者や旅

行客等様々な人が活動しているが，これら活動の場の多

くが防護ライン(高潮・津波等から陸域を防護する防潮堤

等)より海側にある沿岸部の最前線に立地しているため，

ひとたび津波が発生すると浸水の恐れが高いことから，

労働者や港湾利用者が迅速に避難できる津波避難施設の

整備を含め，安全かつ迅速な避難対策が必要である． 

このことから，既往の津波避難施設の設計法等を踏ま

えつつ，港湾の特殊性を加味した津波避難施設の設計手

法をとりまとめるため「港湾の津波避難施設の設計検討

ＷＧ」を設置し，ワーキンググループの検討を経て，「港

湾の津波避難施設の設計ガイドライン」1)(以下「設計ガ

イドライン」という)を策定した． 

2. 目的・位置付け 

港湾地域において津波避難対策が港湾の特殊性を考慮

していない場合や，網羅していない場合において，港湾

管理者，都道府県，市町村，立地・利用企業，関連主体

及び国等が適切に連携して，港湾地域における就労者や

利用者等が津波に対して安全かつ迅速に避難できるよう，

対策を推進することを目指し，「港湾の津波避難対策に

関するガイドライン」2)が策定された．これに基づき検討

する港湾における津波避難対策において港湾管理者及び

民間事業者等が津波避難施設の設置を行う際に設計が合

理的に行われることを目的に「設計ガイドライン」を策

定した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 港湾の津波避難施設の基本的な考え方 

3.1 津波避難施設とは 

 避難困難地域の避難者や避難が遅れた避難者が緊急に

避難するための津波避難タワー等の津波避難施設の設置

等にあたっては，港湾地域が埋立地であることが多いこ

とを踏まえての液状化に対する評価や，船舶やコンテナ

など津波によって漂流物になりやすいものが多いことを

踏まえての津波漂流物の評価等，港湾の特性を踏まえて

検討していく必要がある．また，津波避難施設について

は，災害時の使用だけではなく，平常時における利活用

ができることが望ましいので，これについても考慮する

必要がある． 

 津波避難施設の新規設置においては，最大クラスの津

波に対応できる施設とすることを原則とし，設計ガイド

ラインにおいて最大クラスの津波に対応できる港湾の特

性を考慮した津波避難施設を津波避難施設(Ａ種)という． 

 一方，既存施設を活用した津波避難施設の設置につい

ては，最大クラスの津波に対応できていることが望まし
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表-1 津波避難施設の分類 

いが，次善の策として，暫定的に，発生頻度の高い津波

以上の津波に対応できる施設についても必要に応じて検

討する．また，港湾荷役機械や岸壁照明施設等の新設の

港湾施設の中には，その施設本来の目的に津波避難機能

を付加することにより，最大クラスの津波には対応でき

ないものの，それ以下の津波に対して効果的な避難対策

に資するものがある．これらの施設を設計ガイドライン

においては津波避難施設(Ｂ種)という．なお，津波避難

施設(Ｂ種)は，最大クラスの津波が発生した際には津波

避難施設として機能しなくなることから，最大クラスの

津波に対応できる施設に避難できない場合に，やむを得

ず一時的・緊急的に退避する，「津波緊急退避用施設」と

位置付けられるものの，防護ラインよりも海側にある港

湾の物流機能がある場であって，避難困難地域になりや

すい場が多く存在する港湾地域の現状を踏まえると，津

波に対して安全性を高める効果的な手段となり得るもの

である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2 設計の基本的考え方 

津波避難施設の設計においては，設計対象施設が建築

構造物もしくは土木構造物等の別を踏まえ，当該施設の

設置根拠等となる法令の基準に適合することを前提とし

た上で，港湾の特性を踏まえた作用等を考慮したものと

する． 

津波避難施設(Ａ種)は，発生頻度は極めて低いが影響

が甚大で最大クラスの津波に対して最低限人命を守ると

いう目標を具現化するための施設であり，設計ガイドラ

インに示す港湾の特性を踏まえた避難上の要件及び構造

上の要件並びに管理上の要件全てを満たすことを基本と

する． 

次善の策の暫定的な措置という位置付けである津波避

難施設(Ｂ種)は，「津波緊急退避用施設」であることを周

知する必要がある．従って，原則として，平常時におけ

る周知が困難であるような来訪者等がこれらの施設に退

避することをあらかじめ検討することは適切ではなく，

利用者がその特性を十分認識したうえで活用していくこ

とが不可欠であるため，津波避難施設としての性能を周

知するための措置を講じることを前提として，暫定的措

置という性質を踏まえて最低限必要となる要件を満たす

ことを基本とする． 

4. 津波避難施設が適合すべき関連法規 

(1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号) 
 災害対策基本法に基づいた津波を対象とした地域防災

計画においては,最大クラスの津波を設定することとな

っていることから，地域防災計画において指定される避

難施設は津波避難施設(Ａ種)に該当する． 

(2)津波防災地域づくりに関する法律 

(平成23年法律第123号) 
 津波防災地域づくりに関する法の中で位置づけられる

指定避難施設は，警戒区域内にあり，かつ，避難上，構

造上，管理上の要件を満たす施設でなければならない． 

(3)建築基準法(昭和25年法律第201号) 

 津波避難施設が建築物である場合，建築基準法に適合

しなければならない．港湾施設であっても旅客施設，上

屋，倉庫，港湾管理施設等は建築物であり，建築基準法

に適合する必要がある． 

 また，その他の工作物を，津波避難施設として建設・

改良もしくは指定しようとする場合においても，関連す

る法律に適合する必要がある． 

(4)港湾の施設の技術上の基準を定める省令 

(平成19年国交省令15号) 

 港湾施設を津波避難施設として利用することも考えら

れ，この場合，その施設は港湾の施設の技術上の基準を

定める省令及び港湾の施設の技術上の基準の細目を定め

る告示に適合する必要がある． 

5. 港湾の津波避難施設の設計手順 

5.1 港湾における津波避難施設の概要 

(1)港湾における津波避難施設 
 設計ガイドラインが対象とする津波避難施設は，港湾

における津波の避難困難地域の避難対象者が津波来襲時

に緊急的・一時的に避難することができる施設のことで

あり，設計ガイドラインは，港湾の特性を考慮した津波

避難施設の配置及び作用条件に対する性能の確保につい

て避難計画及び構造安定性の観点から整理している． 

図-2に港湾における津波避難対策の概念図を示す． 

(2)津波避難施設が満たすべき要件 

①避難上の要件 
   想定する津波に対しても十分な高さや避難する場

所までの避難路が確保されている等，避難するため

の施設として求められる要件． 
②構造上の要件 
  想定する津波波力等の作用に対しても，安全であ 
るために求められる要件． 

  津波の作用については，関連する技術資料を参考 
に，適切な方法で影響を評価する必要がある．下記 
 

Ａ種 Ｂ種

最大クラス
の津波

発生頻度の高い
津波以上

津波波力 〇 〇

地震動※ 〇 〇

漂流物・火災 〇 △

津波避難施設

考慮する
作用

対象とする津波

※それぞれの対象津波を誘起する地震動を対象とする
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図-2 港湾における津波避難対策の概念図 

表-2 構造上の要件の整理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
に津波波圧算定式の適用例を示す． 

【矩形の構造】「津波避難ビル等の構造上の要件の解 

説(平成24年２月)」に基づく 
【円筒形の構造】「危険物施設の津波・浸水対策に関 

する調査報告書(平成21年３月， 

総務省消防庁)」に基づく 
【柱状骨組み構造】「港湾の施設の技術上の基準・同 

解説(平成19年７月)」に基づく 

③管理上の要件 
   津波発生時に直ちに使用できるようにするために 

求められる要件であり，想定する津波の規模に依存 

しない要件． 

 
 なお，津波避難施設の配置について，対象とする津波

に先行する地震動によって液状化する可能性がある場所

及び津波到達予想時間が早い場所には極力配置せず，津

波の進行とともに漂流する船舶・コンテナ等に対して，

影響が少ない形状・向きとするなどの配慮も求められる． 

 

(3)津波避難施設の具体例 
 ①津波避難施設(Ａ種) 

   津波避難ビルや津波避難タワー等の堅固な構造物 

や高台等が考えられる．なお，津波避難ビルとは， 

鉄筋コンクリート造，プレストコンクリート造，あ 

るいは鉄骨鉄筋コンクリート造の構造物であり，津 

波避難タワーは，主に鉄骨造の骨組み構造物である． 

港湾地域に多くある倉庫や上屋は，設計ガイドライ 

ンに示す所要の要件を満たすものについては，津波 

避難ビルなど津波避難施設(Ａ種)に該当する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もある．高台は，築堤や盛土など人工的に地盤の高 

さを周囲より高くした場合，あるいは自然地形で標 

高の高い場所を立ち入りが可能なように整備した場 

所である． 

 ②津波避難施設(Ｂ種) 

   構造的な補強，緊急避難用のステージ，昇降用の 

階段・梯子の取り付け等の必要な措置を実施した， 

荷役機械，照明施設，倉庫，上屋等が考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビル※
(暫定的)

津波避難タワー

照明灯
（外付け階段を付加）

津波避難ビル

防護ライン
（堤防・胸壁等）

堤内地堤外地

緊急避難場所

避難路

盛土
津
波
避
難
施
設

※発生頻度の高い津波には対応しているが最大クラスの津波には対応しているか確認がとれていないなどの施設

避難経路 避難困難地域

津波浸水想定区域

避難対象地域

避難目標地点
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図-3 津波避難施設を設計するにあたっての作業フロー 

5.2 津波避難施設の設計に関する検討手順 

 津波避難施設の設計にあたっての手順は，図-3に示す

とおり，「港湾の津波避難対策に関するガイドライン」に

基づき，津波避難計画の基本的な考え方を踏まえ避難困

難地域の指定等を行い，津波避難施設の配置等を検討す

る． 

配置する津波避難施設は原則としてＡ種とする．津波

避難施設(Ａ種)としての要件を満たしている既存の施設

を活用することが効率的であるが，既存の施設のみでは

避難困難地域の避難対象人員をカバーできない場合，新

規施設もしくは既存施設の補強等により津波避難施設

(Ａ種)を配置する． 

 なお，次善の策の暫定的な措置という位置付けで，必

要に応じて津波避難施設(Ｂ種)の配置も検討する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 港湾の津波避難に関する課題 

 港湾の津波避難施設の設計に関しては，未だ十分に解

明されていない点も多く，今後も継続して技術的検討を

進めていく必要があり，それらの検討結果，技術開発の

成果，設計事例等を順次反映していく必要がある． 

 また，港湾地域が一体となった津波避難対策全般に関

する今後の課題として以下の事項があげられる． 

(1)港湾管理者 

避難誘導計画の見直し，津波避難施設の整備，市町村 

との役割分担の明確化，関係機関の連携強化等が求めら

れる． 

(2)所在市町村 

ハザードマップの作成(浸水想定域の周知)，避難対策

の検討，避難場所の整備，同報無線の増設および関係者

間の情報の共有化，避難路の確保等が求められる． 

(3)港湾立地企業 

対策としての避難誘導計画の見直し，避難施設の整備

等が挙げられる． 

(4) 港湾の津波避難対策に関するガイドライン推進に関 

する課題 

港湾管理者，都道府県，市町村，港湾立地・利用企業，

関連主体及び国等の関係機関間において，情報共有を図

り対策を議論するための検討の場の設置が必要であり，

特に港湾管理者と国(地方整備局)における具体的な課題

や役割について期待されている． 

7. まとめ 

本稿は，国土交通省港湾局発注の「港湾における津波

避難施設の設計手法等検討業務」の成果の一部をまとめ

たものである．本検討において開催した「港湾の避難対

策に関するガイドライン検討委員会」における有識者や

関係者の意見を集約し，既往の津波避難施設の設計法等

や本業務で有識者からなる「港湾の津波避難施設の設計

検討ＷＧ」の意見等を踏まえつつ，「港湾の津波避難施設

の設計ガイドライン」を策定した． 

とりまとめにあたっては，関係者各位のご指導，助言

を得ました．ここに記して厚く御礼申し上げます． 
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